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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地糸及び、ポリプロピレン、ポリエステル、及びポリスチレンから選択される疎水性ニ
ットデニット糸を含む払拭部材であって、前記地糸及び前記疎水性ニットデニット糸が共
に編成されて、前記疎水性ニットデニット糸の三次元構造をもったパイルを形成する、払
拭部材。
【請求項２】
　ポリプロピレン、ポリエステル、及びポリスチレンから選択されるプラスチックフィル
ムである平糸を更に含み、前記平糸が前記地糸に編成されてパイルを形成する、請求項１
に記載の払拭部材。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の払拭部材及び該払拭部材に積層される吸水部材を備える、清掃
用具。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の払拭部材及び該払拭部材の袋内に収容される吸水部材を備える
、清掃用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、払拭部材及び当該払拭部材を備える清掃用具に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ニット糸又は編み糸の１つ以上の種類によって形成される払拭部材を備えるかき取り製
品は、皿、平鍋、ポット、グラス、シンク又は他の台所用品を洗浄するのに用いられてき
た。更に、払拭部材及びポリウレタンフォーム等の吸水部材を備えるかき取り製品も既知
である。
【０００３】
　皿又は他の同様の台所表面を洗浄する際、消費者は泡を洗浄力の指標として見る。同時
に、食べ物汚れ、石鹸かす又は油汚れ等の頑固な汚れを容易に除去することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示は、地糸及び疎水性ニットデニット糸を含む払拭部材を提供し、当該地糸及び当
該疎水性ニットデニット糸は共に編成されて、疎水性ニットデニット糸のパイルを形成す
る。更に、本開示は、払拭部材及び吸水部材を備える清掃用具を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本開示の払拭部材の一実施形態を示す図。
【図２】清掃用具の一実施形態を示す図。
【図３】払拭部材からなる袋を備える清掃用具の別の実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本開示の払拭部材１は、地糸１０及び疎水性ニットデニット糸１２を含む。地糸１０及
び疎水性ニットデニット糸１２は共に編成され、それによって疎水性ニットデニット糸１
２のパイルを払拭部材の表面に形成することができる。いくつかの実施形態では、払拭部
材は平糸１４を含んでもよく、平糸１４は地糸１０に編成することができ、それによって
平糸のパイルも払拭部材の表面上に形成することができる。
【０００７】
　本開示の地糸１０は、かき取り製品又は拭き取り製品に通常用いられる糸を含む。地糸
１０の材料例として、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリス
チレン又はナイロンが挙げられるが、これらに限定されない。地糸は、立毛（woolly）糸
であってもよい。地糸の全繊度として、例えば約１０００ｇ／ｍ（１０デシテックス）～
２００００ｇ／ｍ（２００デシテックス）が挙げられるが、これに限定されない。地糸１
０は、モノフィラメント又はマルチフィラメントを含んでもよい。
【０００８】
　本開示の疎水性ニットデニット糸１２は、例えばポリプロピレン、ＰＥＴ又はポリスチ
レン等からなる疎水性ニットデニット（ＫｄＫ）糸を含む。ＫｄＫ糸１２は綿毛状の質感
を有する糸であり、例えば、初めに製造した後ニットをほどくこと等による既知の方法に
よって調製することができる。本開示の払拭部材１の表面上にパイルを形成する場合、Ｋ
ｄＫ糸１２は三次元構造体を提供することができる。三次元構造体は、払拭部材１が洗剤
と共に用いられるとより多くの泡を提供することができる。本開示では、より多くの泡を
疎水性ＫｄＫ糸のパイルを払拭部材１の表面上に形成することによって提供することがで
きる。
【０００９】
　ＫｄＫ糸１２の全繊度は、例えば、約１０００ｇ／ｍ（１０デシテックス）～約１００
０００ｇ／ｍ（１０００デシテックス）であるが、これに限定されない。ＫｄＫ糸１２は
、１フィラメント（１Ｆ）～約１００フィラメント（１００Ｆ）等のモノフィラメント又
はマルチフィラメントを含んでもよい。ＫｄＫ糸１２のパイルの高さは、約０．１ｍｍ～
約１０ｍｍであってもよいが、これに限定されない。
【００１０】
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　本開示の払拭部材１は、平糸１４を更に含んでいてもよい。平糸１４として、例えば、
ポリプロピレン、ＰＥＴ又はポリスチレン等からなるフィルム等のプラスチックフィルム
が挙げられるが、これらに限定されない。平糸１４の厚さの例は、約２０μｍ～約５０μ
ｍであってもよく、平糸１４の幅は約０．１０ｍｍ～約１０．０ｍｍであってもよい。平
糸が払拭部材上にパイルを形成する場合、パイルの高さは約０．１ｍｍ～約１０ｍｍであ
ってもよい。払拭部材の平方メートル当たり重量の例として、約１４０グラム～約１４０
０グラムが挙げられるが、これに限定されない。
【００１１】
　本開示の払拭部材１は、地糸１０及び疎水性ＫｄＫ糸１２を共に編成して、払拭部材１
の表面上に疎水性ＫｄＫ糸１２のパイルを形成することによって調製してもよい。用いる
場合、平糸１４を地糸１０に編成し、払拭部材１の表面上にパイルを形成してもよい。例
えば丸編み等の通常の編み方を適用して、本開示の払拭部材１を調製してもよい。払拭部
材１の表面上のＫｄＫ糸及び／又は平糸のパイルは、カットパイルであってもよい。
【００１２】
　一実施形態では、本開示の清掃用具２は本開示の払拭部材１及び吸水部材３を備える。
いくつかの実施形態では、清掃用具の吸水部材３は、図２に示すように払拭部材１に積層
することができるか、図３に示すように払拭部材１の袋内に収容することができる。吸水
部材３として、例えば天然スポンジ、セルローススポンジ、ポリウレタンフォーム等のプ
ラスチックフォーム、織布、又は不織布が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１３】
　本開示の清掃用具２は、払拭部材１及び吸水部材３を、例えば接着、超音波又は縫合等
の当業者に既知の手段を用いて積層することによって調製することができる。あるいは、
本開示の清掃用具２は、払拭部材１の袋内に吸水部材３を収容することによって調製する
ことができる。袋は、例えば、丸編みによって作製される円筒形の払拭部材１の上部及び
底を縫合又は接着する等の既知の方法を用いて調製することができる。袋は閉じていても
よいし、又は開口部を備えていてもよい。
【００１４】
　本開示の払拭部材１又は清掃用具２は、台所用品の洗浄、払拭、かき取り、又は拭き取
りのために用いることができる。本開示の払拭部材１又は清掃用具２は単体で用いること
ができるか、又は、液体、ゲル、粉末若しくは固体の形状等の洗剤若しくは石鹸と共に用
いることができる。本開示の払拭部材１又は清掃用具２は、洗剤又は石鹸が用いられる場
合、より多くの泡を作製することができるように、疎水性ＫｄＫ糸１２からなるパイルを
有する。
【００１５】
　本明細書では、以下の略語を用いる場合がある。
【００１６】
　ＫｄＫ：ニットデニット、ＰＥＴ：ポリエチレンテレフタレート、ＰＰ：ポリプロピレ
ン
【実施例】
【００１７】
　泡立ち試験
　０．０７５ｍＬ／Ｌ（水）の濃度を有する除菌のできるＪＯＹの溶液（５ｍＬ、Ｐ＆Ｇ
　Ｊａｐａｎ製台所洗剤）を、ＴＥＲＵＭＯ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製の５ｍＬ注射器
（針なし）を用いて、動かしながら試料に注入した。縦型ミキサー（ＡＳ　ＯＮＥ製ＲＵ
Ｄ－１０１）を用いて、泡を形成した。縦型ミキサーが、３６回／分の速度で２０回用い
られた。泡の容積が測定された。結果を表１に示す。
【００１８】
　石鹸かす除去試験
　脂肪酸カルシウムをイソプロピルアルコールに分散させたものをステンレスパネル（Ｊ
ＩＳ　Ｇ４３０５（ＳＵＳ３０４）２Ｂ）に均一に塗布した。アルコールを乾燥してホッ
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トプレートで２分間加熱し、試験プレートを得た。次いで、得られた各試料を用いて、１
３０グラムの圧力を指で与えながら試料を試験プレートにわたって引きずることによって
試験プレートをひっかいた。結果を表１に示す。
【００１９】
　実施例１
　泡立ち試験用試料
　ＴＯＲＡＹ　Ｃｏｒｐ．製の、厚み２５μｍのＰＥＴフィルムを幅０．７５７５ｍｍに
スリットした平糸、及び、ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　ＲＡＹＯＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．製の、
３３０００ｇ／ｍ／１０Ｆ（３３０デシテックス／１０Ｆ）を有するＰＰからなるニット
デニット糸が、ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　ＲＡＹＯＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．製の、８４００ｇ
／ｍ／３０Ｆ（８４デシテックス／３０Ｆ）を有する立毛ＰＰからなる地糸に編成されて
、平糸及びニットデニット糸のパイルを有する払拭部材を形成した。得られた払拭部材を
打ち抜いて直径６０ｍｍを有する円形の払拭部材試料を得た。次いで、試料のうちの２つ
が超音波溶接（Ｓｕｚｕｋｉ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製、ＳＵＺＵＫＩ　
ＰＬＡＳＴＩＣ　ＷＥＬＤＥＲ　ＢＥＬＦＡ　ＳＵＷ－０１５０）によって貼り合わされ
（doubled）て、円形の背合わせ試料が形成された。Ａｃｈｉｌｌｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ製のポリウレタンフォームを打ち抜いて、直径６０ｍｍ及び厚さ２２ｍｍを有す
る円形の泡立ち試料を得た。泡立ち試料が濡らされて手で絞られ、次いで３００ｍＬビー
カー内に定置された。円形の背合わせ試料が円形の泡立ち試料上に定置され、泡立ち試験
に用いられた。３つの試料が試験され、３つの平均は表１に示される。
【００２０】
　石鹸かす除去試験用試料
　上述の得られた払拭部材が長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試
料が形成された。
【００２１】
　実施例２
　泡立ち試験用試料
　試料の払拭部材が洗濯機（Ｔｏｓｈｉｂａ製、ＴＯＳＨＩＢＡ　ＡＷ－ＦＹ６０３Ｇ（
ＷＴ））で洗浄されて糸の仕上げを除去したことを除いて、実施例１と同じ試料が用いら
れた。洗濯機が８分間洗浄し、２回水ですすぎ、５分間遠心脱水した。３つの試料が試験
され、３つの平均は表１に示される。
【００２２】
　石鹸かす除去試験用試料
　上述の得られた払拭部材が長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試
料が形成された。
【００２３】
　比較例１
　泡立ち試験用試料
　Ａｉｓｅｎ　Ｋｏｕｇｙｏｕ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．製の泡立つスポンジネットＫＳ３０３
（ＫＳ３０３）の外側ネットの円形の背合わせ試料が実施例１と同様に調製された。外側
ネットがナイロンの地糸及びナイロンのパイルを含むが、ナイロン形成パイルはニットデ
ニット糸ではなかった。円形の泡立ち試料が調製され、濡らされ、絞られてビーカー内に
定置された。次いで、得られた円形の背合わせ試料が実施例１と同様に泡立ち試料上に定
置された。３つの試料があり、３つの平均は表１に示される。
【００２４】
　石鹸かす除去試験用試料
　ＫＳ３０３の外側ネットが長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試
料が形成された。
【００２５】
　比較例２
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　泡立ち試験用試料
　住友３Ｍ社製Ｓｃｏｔｃｈ－Ｂｒｉｔｅ（商標）Ｈｙｂｒｉｄ　Ｎｅｔ　Ｓｐｏｎｇｅ
（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｎｅｔ　Ｓｐｏｎｇｅ）の外側ネットの円形の背合わせ試料が実施例１
と同様に調製された。外側ネットは、均一に編成され、アクリルのニット及びパイルなし
のＰＥＴからなるニットであった。円形の泡立ち試料が調製され、濡らされ、絞られてビ
ーカー内に定置された。次いで、得られた円形の背合わせ試料が実施例１と同様に泡立ち
試料上に定置された。３つの試料があり、３つの平均は表１に示される。
【００２６】
　石鹸かす除去試験用試料
　Ｓｃｏｔｃｈ－Ｂｒｉｔｅ（商標）Ｈｙｂｒｉｄ　Ｎｅｔ　Ｓｐｏｎｇｅの外側ネット
が長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試料が形成された。
【００２７】
　比較例３
　泡立ち試験用試料
　ＰＰからなるニットデニット糸ではなく立毛ＰＰ糸が用いられたことを除いて、実施例
１と同じ試料が用いられた。３つの試料があり、３つの平均は表１に示される。
【００２８】
　石鹸かす除去試験用試料
　上述の得られた払拭部材が長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試
料が形成された。
【００２９】
　比較例４
　泡立ち試験用試料
　ＴＯＲＡＹ　Ｃｏｒｐ．製の、厚み２５μｍのＰＥＴフィルムを幅０．７５７５ｍｍに
スリットした平糸及びＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　ＲＡＹＯＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．製の８４０
０ｇ／ｍ／３０Ｆ（８４デシテックス／３０Ｆ）を有する立毛ＰＰからなるＰＰ糸が均一
に編成されて、パイルを有しない払拭部材を形成した。ニット構造は比較例２の払拭部材
と同じであった。円形の泡立ち試料が調製され、濡らされ、絞られてビーカー内に定置さ
れた。次いで、得られた円形の背合わせ試料が実施例１と同様に泡立ち試料上に定置され
た。３つの試料があり、３つの平均は表１に示される。
【００３０】
　石鹸かす除去試験用試料
　上述の得られた払拭部材が長さ４ｃｍ、幅２ｃｍに裁断されて、石鹸かす除去試験用試
料が形成された。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　泡立ち試験
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　３：１５０ｍＬ超の泡が作製された。
【００３３】
　２：１００ｍＬ超で、１５０ｍＬ未満の泡が作製された。
【００３４】
　１：１００ｍＬ未満の泡が作製された。
【００３５】
　石鹸かす除去試験
　＋＋：試験プレートの表面積の１０％超（かす）が除去された。
【００３６】
　＋：試験プレートの表面積の１０％未満（かす）が除去された。

【図１】

【図２】

【図３】
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